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兵庫県西脇市基本計画（第２期） 

 

１ 基本計画の対象となる区域（促進区域） 

（１）促進区域 

設定する区域は、令和６年１月１日現在における兵庫県西脇市の行政区域とし、概ねの

面積は、13,200ha である。 

本区域には下表のとおり環境保全上重要な地域を含むため、「８ 環境の保全その他地

域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項」において、環境保全のために配慮を行う事

項を記載する。 

（環境保全上重要な地域） 

地域名 有無 

自然環境保全法（昭和 47年法律第 85 号）に規定する原生自然環境保全地域 － 

 〃  自然環境保全地域 － 

 〃  都道府県自然環境保全地域 ○ 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第 75 号）に規定する生息地等保護区 － 

自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）に規定する国立公園区域 － 

 〃  国定公園区域 － 

 〃  都道府県立自然公園 ○ 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成 14 年法律第 88 号）に規定する鳥獣保護区 ○ 

環境省が自然環境保全基礎調査で選定した特定植物群落 ○ 

生物多様性の観点から重要度の高い湿地 － 

自然再生推進法（平成 14年法律第 148 号）に基づく自然再生事業の実施地域 － 

シギ・チドリ類湿地渡来湿地 － 

国内希少野生動植物種の生息（繁殖・越冬・渡り環境）・生育域等 ○ 

（促進区域図） 
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（２）地域の特色（地理的条件、インフラの整備状況、産業構造、人口分布の状況等） 

①地理的条件 

西脇市は、兵庫県のほぼ中央、東経135度と北緯35度が交差する「日本列島の中心－日

本のへそ」に位置しており、市域の範囲は、東西に約19km、南北に約13km、北部は丹波市

と多可町、南部は加西市と加東市、東部は丹波篠山市と接している。地形的には、中国山

地の東南端が播磨平野に接する地点にあり、四方を山地や丘陵に囲まれ、市域の約７割を

山林が占めている。市域中央部を県内最長の加古川が貫流し、市域南部で杉原川・野間川

と合流しており、河川沿いの平野部に集落や農地が形成されている。気候は瀬戸内式気候

に属しており、平均気温は15.2度（令和３年）と年間を通して比較的温暖であるが、気温

の年較差・日較差が大きい内陸型の特徴を示している。 

 ②インフラの整備状況 

西脇市は、神戸・東播磨臨海部と北近畿方面を結ぶ広域幹線道路である国道175号が南

北の交通連携軸となっており、南接する加東市で中国自動車道の滝野社IC、北接する丹波

市で北近畿豊岡自動車道の氷上ICと結節していることから、高速道路網等を利用して京

阪神大都市圏だけでなく、瀬戸内海沿岸・日本海沿岸の両方面への交通アクセスが便利な

位置にある。また、市域では高規格道路「東播丹波連絡道路」を形成する国道175号西脇

北バイパスが早期の供用に向けて建設が進められており、近い将来には更に道路交通の

利便性が向上する。その他には、国道427号・県道黒田庄多井田線・県道上鴨川西脇線・

主要地方道西脇八千代市川線などが近隣市町と連絡する広域の交通連携軸となってい

る。 

鉄道は、西日本旅客鉄道の山陽本線と福知山線を結ぶ加古川線が市域を南北に通って

おり、神戸へ約80分・大阪へ約100分の所要時間となっている。また、バス交通は、中国

自動車道を経由し、大阪と直結する高速バスが最寄りインターから日中１時間に１本程

度運行しており、所要時間は約90分となっている。 

快適な居住環境を支える基盤としては、上下水道（上水道普及率100％、下水道普及率

99.9％）、全戸への防災行政無線、公共施設（市立西脇病院、特別養護老人ホーム６か所、

老人保健施設１か所、認定こども園８か所、小学校８か所、中学校４か所、高等学校３か

所、市民交流施設、音楽ホール、多目的グラウンド９か所、体育館６か所）が整備されて

いるほか、「日本へそ公園」をはじめ、市民の憩いの場となる公園施設が充実している。

また、平成27年には文教地区である野村町茜が丘に図書館・子育て支援・男女共同参画・

地区コミュニティセンターを中核機能とした「西脇市茜が丘複合施設みらいえ」が開設

し、市内外から年間20万人以上が訪れる人気の集客施設となっている。さらに中心市街地

では、商業振興と一体となったにぎわいの創出に向け、令和３年５月には大型商業施設跡

地に市役所とホールやフィットネス施設等の機能を併せ持つ市民交流施設「オリナス」を

開設、近隣に食品スーパーを核とする大型商業施設も開業し、都市機能の集積の促進を図

っている。 

また、令和３年４月からは市が運行する乗合型のデマンド型交通をスタートしており、

１日当たり120人、月間で約3,000人の市民が利用するなど、新たな公共交通基盤整備に取
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り組んでいる。 

産業基盤の整備については、織物産業を柱に早くから商工業都市として発展してきた

ことから、利活用が可能な広い土地が市街化区域にはほとんどない状況の中、市街化調整

区域に産業団地の造成を行い、分譲を完了している。今後も企業進出に迅速に対応できる

よう工場跡地や遊休地など民間所有地の積極的な利活用を図るとともに、これまでの分

譲実績を踏まえ、新たな産業団地の整備についても検討を進めている。 

③産業構造 

加古川水系の良質で豊富な水に恵まれてきた西脇市では、古くから繊維産業が発展し、

その興隆を背景に商業など都市機能が集積してきたことから、北播磨地域における拠点

都市として繁栄してきた。 

第２次産業では、200有余年の歴史を持つ先染綿織物「播州織」と伝統技法「播州毛鉤」

を含む「播州釣針」の２つの地場産業があり、ともに市場占有率は日本一を誇っている。

特に播州織は、基幹産業として西脇市発展の礎となり、多くの関連産業が集積しており、

第二次世界大戦前から素材生産を柱とした輸出型産業を確立し、戦後には織機が一度「ガ

チャ」と音を立てると１万円を生み出す「ガチャマン景気」と呼ばれる空前の好況期を迎

えた。昭和40年代以降は繊維産業の構造不況が顕著となる中、内需型産業への転換を図り

ながら、小ロット・短納期に対応できる体制など産地の構造改革を進めてきた。また、業

界団体では地域団体商標の登録認定を行い、産地ブランド化と付加価値の向上を進める

とともに、従前の素材製品づくりの強化を図ってきた。近年は最終製品の開発・製造を手

掛ける事業者も出現してきたことから、西脇市では織物を用いた最終製品のデザインか

ら製造までを企図した「西脇ファッション都市構想」を平成27年から推進しており、市内

事業者でデザイナー研修生を延べ24人受け入れ、自社ブランド等を立ち上げ最終製品化

に取り組む事業者数は14社と増加している（令和５年12月現在）。また、令和５年３月に

は市内に縫製工場が完成し、一貫して生産できる環境が整った。新製品の開発や販路拡大

に向け、ネットワーク形成や情報交換など他の分野と交流を推進する人材育成を強化し

推進している。一方、播州釣針は、国内有数のメーカーが立地しており、西脇市を含む近

隣地域で国内の釣針生産の約９割以上を占めている。 

地場産業への依存度が強い産業構造であるが、中小企業を中心に機械器具関連製造業

や金属関連製造業等の成長ものづくり産業も集積している。産業構造の多層化に向け、大

規模な工業地帯を有する京阪神大都市圏の近傍である位置的条件と地震発生が少ない強

固な地盤を持つ地形的条件を生かし、市独自で産業団地の造成を行うなど積極的に企業

誘致を進めてきた結果、こうした成長ものづくり産業の集積に加え、近年は内需型産業で

ある飲料・食料品製造業の工場進出が進んでいる。 

第１次産業では、特徴的な農産物として、著名な日本酒の蔵元の原料米にもなっている

山田錦、金ゴマやイチゴのほか、その多くが国内最高級の神戸ビーフとして出荷される黒

田庄和牛があり、付加価値の高い特産品として生産する取組や他産業との連携（農商工連

携・農観連携）を進めている。 

第３次産業は、経済のサービス化の進展に伴い、主要道路沿いへの店舗の進出が進んで
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いるほか、高齢化の進行に伴う医療・介護関連事業等へのサービス支出の増大がみられ

る。また、近年は宿泊業や飲食サービス業の振興に向け、市や観光物産協会による誘客活

動を展開するなど観光・まちづくりへの取組も進めている。 

④人口分布の状況等 

令和２年国勢調査による西脇市の人口は38,673人、世帯数は15,167世帯である。人口は

平成７年以降緩やかな減少傾向にあるが、「北はりま定住自立圏」の中心市として北播磨

地域における一定の都市の拠点性と求心力を保持している。市域の約３割を占める平坦

地に人口が集積しており、特に市街化区域である西脇地区・野村地区などに集中してい

る。市域面積の3.3％を占める437haが人口集中地区（DID）となっており、同地区内に人

口の38.5％を占める14,886人が居住している。 

また、西脇市の就業人口は19,280人で、定住人口と同様、平成７年以降は減少傾向にあ

る。産業大分類別の就業者割合では、第１次産業が2.1％、第２次産業が35.6％、第３次

産業が58.1％となっており、播州織などの地場産業に従事する人が多いことから、兵庫県

平均（23.2％）と比較して第２次産業の就業者割合が高くなっている。 

 

２ 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 

（１）目指すべき地域の将来像の概略 

西脇市は、地域経済分析システム（RESAS）によると、業者数の27.7％、売上高の38.5％、

付加価値額の33.0％を製造業が占めており、製造業を中心とした経済構造をなしている。 

全国のトップシェアを誇る播州織と播州釣針という２つの地場産業に加え、産業構造

の多層化を推進する中で、金属・機械器具製造等関連産業が集積している。こうした企業

が有する高度な技術力や質の高い人材を背景に、集積企業の連携を推進するとともに、付

加価値が高い製品の開発や新たな需要の開拓などによる持続可能な事業活動の確立と成

長性の高い分野への参入を支援する。 

一方で、従来の産業集積とは別に、特色ある農産物や食をはじめ西脇市が有する地域資

源を活用し、農商工連携・６次産業化や飲料・食料品製造関連産業の誘致を推進するとと

もに、域外から需要を獲得する分野として交流人口の拡大による観光交流を促進し、地域

に稼ぎをもたらす新たな産業創出を図っていく。 

また、主要道路幹線や高速道路網が発達し、大消費地である京阪神大都市圏などへのア

クセスが便利な地理的条件を生かし、今後需要の拡大と産業として進化が見込まれる物

流関連産業の育成や誘致にも取り組んでいく。 

以上のとおり、西脇市では既存の産業分野の強化を後押しするとともに、特色ある地域

資源を活用した新たな産業を育成することで、域外からの需要を獲得し、質の高い雇用の

創出や就業者の所得の増加を通じて市内での経済循環の活性化を目指す。 

（２）経済的効果の目標 

１件あたり平均 5,284 万円の付加価値（兵庫県の１事業所あたりの平均付加価値額(令

和３年経済センサス－活動調査）を創出する地域経済牽引事業を６件創出し、これらの地

域経済牽引事業が地域内で 1.27 倍の波及効果を与え、促進地域で４億 264 万円の付加価

値創出を目指す。 
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【経済的効果の目標】 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業 

による付加価値創出額 
５億 3,685 万円 ９億 3,950 万円 ＋75％ 

（算定根拠） 

・現   状：5,284 万円×８件×1.27≒５億 3,685 万円 

・計画終了後：5,284 万円×（８件＋６件）×1.27≒９億 3,950 万円 

  ※西脇市の地域経済牽引事業計画承認実績：８件 

  ※地域経済牽引事業の新規承認事業件数目標は過年度の計画承認実績等を基に６件に設定  

【任意記載の KPI】 

 
 

 現状 計画終了後 増加率 

地域経済牽引事業 

の平均付加価値額 
－ １億 700 万円 皆増 

地域経済牽引事業 

の新規承認事業件数 
８件 14 件 ＋75％ 

促進区域内 

の平均所得額 
257 万 5,000 円 270 万 4,000 円 ＋５％ 

 

３ 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 

 本基本計画において、地域経済牽引事業とは以下の（１）から（３）の要件をすべて満た

す事業をいう。  

（１）地域の特性の活用 

「５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観

点からみた地域の特性に関する事項」において記載する地域の特性及びその活用戦略に

沿った事業であること。 

（２）高い付加価値の創出 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施による付加価値増

加分が 5,284 万円（兵庫県１事業所当たり平均付加価値額（令和３年「経済センサス－活

動調査」））を上回ること。 

（３）地域の事業者に対する相当の経済的効果 

地域経済牽引事業計画の計画期間を通じた地域経済牽引事業の実施により、促進区域

内において、以下のいずれかの効果が見込まれること。 

 ①促進区域内に所在する事業者の売上が開始年度比で５％増加すること 

 ②促進区域内に所在する事業者の雇用者数が開始年度比で 10％増加すること 

 ③促進区域内に所在する事業者の雇用者給与等支給額が開始年度比で５％増加すること 

 

４ 促進区域の区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域（重

点促進区域）を定める場合にあっては、その区域 
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（１）重点促進区域 

   なし 

   ただし、重点促進区域を設定する必要性が生じた場合は、本計画を変更し定めるこ

ととする。 

（２）区域設定の理由 

   なし 

（３）重点促進区域に存する市町村が指定しようとする工場立地特例対象区域 

   なし 

 

５ 地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点から

みた地域の特性に関する事項 

（１）地域の特性及びその活用戦略 

①西脇市の「播州織、播州釣針」等の産業集積を活用した高付加価値なものづくり分野 

②西脇市の「機械器具関連製造業、金属関連製造業」等の産業集積を活用した成長ものづ

くり分野 

 ③西脇市の「山田錦、黒田庄和牛」等の特産物や豊かな水資源を活用した食料品・飲料

製造関連産業 

④西脇市の「日本へそ公園、西脇ローストビーフ」等の観光資源を活用した観光・まち

づくり分野 

⑤西脇市の中国自動車道等の高速道路網にアクセスする交通インフラを活用した物流関

連産業 

（２）選定の理由 

 ①西脇市の「播州織、播州釣針」等の産業集積を活用した高付加価値なものづくり分野 

西脇市には、江戸時代以来 200 有余年の歴史を持つ先染綿織物「播州織」と伝統技法で

経済産業大臣指定の伝統工芸品「播州毛鉤」でも知られる「播州釣針」の２つの地場産業

があり、播州織は国内先染綿織物の６割以上（日本綿スフ織物工業連合会の資料）、播州

釣針は西脇市を含む近隣地域で国内生産の約９割（公益財団法人北播磨地場産業開発機

構の資料）を占める国内唯一の釣針産地となっており、ともに市場占有率は全国でトップ

を誇っている。 

基幹産業として西脇市発展の礎となってきた播州織を中心とする繊維工業は、県内市

町で第２位となる約 168 億円の製造品出荷額を誇り、西脇市における全産業の付加価値

額の 17.4％、製造業の 17.3％（令和２年「工業統計調査」）を占めている。事業所数・従

業者数についても製造業全事業所の 31.3％（40事業所。県内首位）、製造業全従業者数の

33.0％（1,019 人）（令和２年「工業統計調査」）を占めている。また、地域経済分析シス

テム（ＲＥＳＡＳ）の産業別特化係数においては、付加価値額が 20.6、従業者数が 15.4

（平成 28年）と最も高く、西脇市に稼ぎをもたらす産業であるといえる。 

市内には織物製造業のほか、織物デザイン作成ソフト開発や織機販売をはじめとする

多くの関連産業が集積しており、産元商社による卸売業と一体となった経済活動が展開

されている。平成 20 年には播州織産元協同組合・兵庫県繊維染色工業協同組合・播州織
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工業組合の３者が地域団体商標「播州織」を取得し、また、西脇市は平成 27 年から従前

の素材生産を中心とした製品づくりの強化に加え、域外から育成デザイナーを積極的に

受け入れ、織物を用いた最終製品を産地でデザイン・製造することを企図する「西脇ファ

ッション都市構想」を地域創生事業として位置づけて強力に推進しており、産地での付加

価値を高めていく取組を播州織産元協同組合などの業界団体とともに積極的に展開して

いる。こうした中、織り方に工夫を加えることで素材の風合いを生かしたオンリーワンの

ショールの開発を手掛け、産地発のブランドとして海外に進出している事業者も出現す

るなど産地での付加価値拡大に向け、下請け取引からの脱却を目指す傾向も強まってい

る。さらに、西脇市は、平成 28 年に隣接する多可町と共同で播州織を「ふるさと名物」

として発信するため、中小企業地域資源活用促進法（平成 18 年法律第 39 号）に基づき

「ふるさと名物応援宣言」を行うなど、播州織のブランド力強化と関連産業の活性化に向

けて、地域を挙げて支援している。 

また、令和５年３月には地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者により、最終製品

の製造拠点となる縫製工場が市内で新たに操業を開始し、「西脇ファッション都市構想」

の掲げる「オンリーワンの最終製品の創出」体制が強化されたことから、地域関連産業の

さらなる活性化が期待できる。 

播州釣針は、播州釣針協同組合の統計によると、令和３年では市内に 21の企業が立地

し、従業員は 469 人（工業統計調査では含まれない従業員４人以下の事業所を含む。）と

繊維工業に次いで多く、生産数量は約 15 億 6,700 万本で 10 年前と比較して約 43％の増

産となっている。また、地域経済分析システム（RESAS）によると、本市では釣針製造業

が９割以上を占める「その他製造業」の産業別特化係数は、付加価値額が 13.4、従業者

数が 6.8（平成 28年）と高く、繊維工業と同様、西脇市に強みがある産業といえる。 

市内では伝統工芸品である播州毛鉤の製造技術を礎に、時代とともに精巧な技術の向

上を重ね、仕掛針・糸付針・擬餌針など遊魚用の加工釣針を中心とした優れた釣り製品づ

くりが行われ、集積している製造業者の多くが卸売機能も担っている。また、近年はイカ

釣り用の擬餌など特化したニーズを重視した製品開発も手掛けられる一方で、これまで

に培った技術力を生かし、釣針だけにとどまらず、振動感度が高い釣竿やデザイン性に優

れた釣り用ウエアをはじめとした関連製品の製造に領域を広げる事業者もみられるほ

か、地域経済の成長を先導する「地域未来牽引企業」に選定されている事業者も存在する。 

これら２つの地場産業の成長を支えるため、西脇市では先に述べた「西脇ファッション

都市構想」に加え、公益財団法人北播磨地場産業開発機構を通じて、ファッション業界で

活躍するデザイナーと共同で流行を先取りする生地を試作するなど高品位・高付加価値

の製品開発、播州織関連事業者による合同展示会「播州織フェア」の開催や国内最大級の

「国際フィッシングショー」への参加など独自の技術と製品を生かした販路開拓や取引

拡大につなげるための支援（令和５年度予算額 670 万円）を行っている。 

西脇市は、伝統に裏付けられた確かな技術と優れた人材を有するこうした地場産業の

集積の特性と資源を活用し、顧客ニーズを新たに生み出す商品の企画から製造までを産

地で一貫して手掛ける高付加価値なものづくりを促進し、成長の可能性の高い産業への
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発展を目指していく。 

②西脇市の「機械器具関連製造業、金属関連製造業」等の産業集積を活用した成長ものづ

くり分野 

阪神工業地帯や播磨臨海工業地帯の後背地に位置し、高速道路網等を利用してこれら

の地域へのアクセスが容易な西脇市では、中小企業を中心に多様な機械器具関連製造業

や基礎素材型・加工組立型の金属関連製造業が集積している。 

西脇市の製造品出荷額のうち、機械器具関連製造業（はん用機械器具製造業、生産用機

械器具製造業、電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業等）及び金属関連製造業で

34.5％（約281億円）を、また付加価値額においては41.0％（約134億３千万円）と比較的

高いシェアを占めている。（令和３年「経済センサス-活動調査」） 

その中でも金属関連製造業は、製造品出荷額（約253億９千万円）、付加価値額（約124

億３千万円）ともに業種別で西脇市における第１位の主力産業であり、１事業所当たり付

加価値額は約６億５千万円で全国及び兵庫県における金属関連製造業の１事業所当たり

の付加価値額（全国約２億４千８百万円、兵庫県約３億１千５百万円）をいずれも大きく

上回っている（令和３年「経済センサス-活動調査」）。また、金属製品製造業は、域経済

分析システム（RESAS）の産業別特化係数において、付加価値額（2.08）、従業者数（2.26）

（平成28年）ともに全国を上回っている。 

機械器具関連製造業では、自動車エンジンを始動する部品であるスターターを世界の自

動車メーカーに供給する企業が市内にあり、世界シェアの約20％を占めている。金属関連

製造業では、自社が持つ様々な方向に噴出可能な流体ノズルの技術を応用し、霧の発生に

よる気化熱を利用した冷却システムや農作物の栽培システムといった独創的で斬新な製

品を開発している産業用スプレーノズルで国内トップとなる約40％のシェアを誇る企業

が立地している。また、専門性の高い技術力を駆使し、需要拡大が見込まれる耐性に優れ

た製品素材の開発に取り組んでいる国内でも数少ない産業用特殊電線に特化した非鉄金

属製造業者が市内の産業団地に平成29年に進出したほか、素材製作から組立まで一貫生産

体制により高い設計自由度を持ち、多様な顧客ニーズを直接反映させることを得意とし、

公益財団法人ひょうご産業活性化センターから経営の革新等に挑戦する意欲の高い「成長

期待企業」に認定されている企業があるなど、高度な技術力や開発力、更には製品供給と

事業提案を組み合わせて提供できる事業者が集積している。 

これらの関連産業が持続的に成長していくためには、価格や産業構造の変化による打

撃を受けやすい下請け製造や加工業にとどまるのではなく、特殊用途や市場拡大が見込

まれる分野に向けた独自性・機能性が高い製品づくり、さらに応用可能な製品とサービス

を組み合わせて顧客に直接提案するソリューション提供などが求められており、顧客ニ

ーズに即応できる事業創出がビジネスチャンスにつながる。 

西脇市では、平成26年に神戸市に拠点を置く公益財団法人新産業創造研究機構と地域

産業の振興や事業化支援に向けた連携協定を締結し、研究開発や技術活用等により事業

者の新規分野の開拓を支援する体制を構築しており、新製品や新技術の開発等に当たっ

ての事業資金については「西脇市ものづくりステップアップ支援事業」（令和５年度予算
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額755万4,000円）による助成を行っている。また、企業立地や工場拡張等に当たっては、

「西脇市産業立地促進措置条例」（平成17年西脇市条例第126号）による設備投資奨励金

（令和５年度予算額5,800万円）の支給などの支援を実施している。 

こうした支援策を通じて、西脇市に集積する機械器具・金属関連製造業等の技術力を生

かした高付加価値化を促進するとともに、関連産業や関係機関との連携による新たな産

業を創出や需要拡大につながるビジネスモデルの導入を働きかけ、成長の可能性の高い

産業への発展を目指していく。 

 ③西脇市の「山田錦、黒田庄和牛」等の特産物や豊かな水資源を活用した食料品・飲料

製造関連産業 

播磨平野から中国山地に地形が転換する地点にある西脇市は、山や丘陵に囲まれてお

り、水が不可欠な染色業（播州織）が発展したことからもわかるように加古川水系の良質

な水に恵まれ、豊かな自然環境を有している。高級日本酒の原料となり、酒造好適米とし

て知られる「山田錦」をはじめ、大粒で高級品種として知られる「丹波黒大豆」、国内自

給率が 0.1％と希少な金ゴマ「日本のへそゴマ」、大粒で甘みのある「章姫（あきひめ）」

を主力品種とするイチゴなどの特徴ある農産物が生産されているほか、市内の黒田庄町

区域では上質な味わいが特徴の「黒田庄和牛」が肥育されている。また、西脇市土づくり

センター（ゆめあぐり西脇）では肥育牛の排泄物を原料とする完熟堆肥が生産されてお

り、市内では完熟堆肥を使用した環境と安全性に配慮した農産物が栽培されている。ま

た、本市は、全面積のうち約 70％の 9,366ha は山林が占める自然環境豊かな地域である

（「西脇市統計書 令和４年版」）。そのうち、本市黒田庄町門柳地区の約 1,056ha の山林

は「天然水の森 ひょうご西脇門柳山」として、加古川水系の水源涵養を目的とした、企

業による国内有数規模の森林整備活動が実施されており、間伐や作業道の開設、植生保護

活動等が行われている。この企業による森林整備活動は、本市、兵庫県、兵庫県緑化推進

協会との４者協定に基づき、平成 22 年から 30 年間に渡って実施されることとなってい

る。令和５年 10 月には環境省が制定した自然共生サイト（OECM）に同地区の山林が登録

されるなど、本市での森林整備活動を通じた水源涵養と動植物の共生林整備活動が評価

されている。 

地域経済分析システム（RESAS）によると、平成 30年における第１次産業の従事者１人

当たりの付加価値額は約 252 万円で、平成 27 年の約 250 万円から微増しており、生産性

と収益性を維持している。農産物の代表である西脇市の山田錦は、著名な蔵元が醸造する

日本酒の原料となっており、農家戸数と経営耕地面積が減少する中でも、令和５年におけ

る作付面積は 407.86ha、水稲全体に占める比率も 58.6％と、平成 24 年の作付面積

（270.99ha）から５割近く増加し、作付割合も 17.5％上昇するなど、海外での日本酒ブ

ームを背景にした増産が続き、存在感を増している。畜産物の代表である黒田庄和牛の肥

育数は、平成 29 年末の約 1,100 頭から令和５年度には約 1,400 頭にまで増加しており、

その 91.4％（令和４年４月～12 月）が最高級和牛として知られる「神戸ビーフ」として

出荷されるなど、兵庫県内にある８つの産地の中でもトップとなる神戸ビーフ認定率を

誇っている。また、近年は良質な水など豊富な自然資源を有し、大消費地である京阪神大
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都市圏からのアクセスが良いことから、乳製品・清涼飲料メーカーやコンビニコーヒーで

需要が増加した製氷メーカーの西日本エリアの拠点工場が相次いで進出し、食料品及び

飲料・たばこ・飼料の製造品出荷額は約 104 億円（令和２年「工業統計調査」）とこれら

の工場が立地していなかった平成 21 年と比較して 2.8 倍以上となっており、市内の多く

の業種の製造品出荷額が伸び悩む中にあって顕著に増加している。 

このような中、西脇市では農業振興を地域経済活性化の柱のひとつとして位置付け、平

成 26年に「日本のへそ西脇農業ビジョン」を策定し、生産拡大等による農家の所得拡大

を図るとともに、市内で生産される農産物を市場出荷するだけでなく、市内での経済循環

の促進に結び付けるため、山田錦をはじめとする地産食材を使った付加価値の高い加工

品製造等の関連産業の育成に向けた取組を進めている。具体的には、高設栽培技術により

収益性の高いイチゴ農家を育成する「スイーツファクトリー支援事業」を平成 26 年から

実施するとともに、食料品・飲料関連産業については、「西脇市産業立地促進措置条例」

（平成 17年西脇市条例第 126 号）に基づく設備投資奨励金（令和５年度予算額 5,800 万

円）をはじめとした優遇措置を通じ、農商工連携・６次産業化を重視した事業創出や企業

誘致活動に取り組んでいる。そのような中、令和２年には地域経済牽引事業計画の認定を

受けた事業者による酒蔵が市内で操業し、豊かな水資源と良質な市産山田錦を原料とし

た日本酒の醸造による６次産業化が進んでいる。今後は、製造拠点にとどまらず、生産工

程の見学や商品の直売といった産業観光が可能な工場立地の促進に取り組み、市産農産

物の普及・促進と６次産業化の拡大を図っていく。 

西脇市では、こうした農産物の付加価値化や環境特性の活用を促す支援策を実施し、内

需型産業として成長の可能性が高い食料品・飲料製造関連産業の育成と創出を目指して

いく。 

また、これらの本市を代表する農産物及び関連加工品については、本市のふるさと納税

の返礼品としても人気を集めており、令和４年度の本市への返礼品寄附額は日本酒が約

２億 6,966 万円、黒田庄和牛および関連品が約２億 546 万円と、全体の約 45％を構成す

るカテゴリーとして全国の寄附者から支持されている。同制度を活用した普及にも注力

し、本市農産物及び関連加工品の付加価値額の増加を図っていく。 

④西脇市の「日本へそ公園、西脇ローストビーフ」等の観光資源を活用した観光・まちづ

くり分野 

人口約 1,800 万人を擁する京阪神大都市圏に隣接する西脇市は、日帰りを中心に観光

目的地としてアクセスしやすい場所にある。 

直近の観光入込客数は約 901 千人（令和３年「兵庫県観光客動態調査」）であるが、新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて、減少傾向となっているものの、コロナ禍前

の平成 30年度には約 1,230 千人となっており、平成 19年の約 986 千人から比較し 12年

間で 24.7％増加しており、同期間の兵庫県の観光入込客数がほぼ横ばいの 3.6％の増加

にとどまっていることから、西脇市の観光入込客数は大きな伸びを示しているといえる。

個別の地点では、コロナ禍による影響はあるものの平成 19年と比較して 47％以上増加し

ている道の駅北はりまエコミュージアムが約 38 万人、日本へそ公園が約 12 万３千人、
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西脇市日本のへそ日時計の丘公園が宿泊者数を含めて約６万２千人（令和４年度西脇市

商工観光課調査）となっている。また、市内での１人当たりの旅行消費額は、日帰り客で

8,152 円、宿泊客で 18,271 円（令和４年度西脇市商工観光課調査）となっていることか

ら、交流人口の増加は市内消費に好影響を与えているといえる。 

また、日本列島の中心である東経 135 度と北緯 35度が交差する地点が市内に位置する

ことから、「日本のへそ」として PRしており、日本へそ公園・西脇市日本のへそ日時計の

丘公園を整備しているほか、市内で肥育される高級肉用牛「黒田庄和牛」を用いた「西脇

ローストビーフ」や甘いスープが特徴の播州ラーメンといったご当地食が人気の観光資

源となっている。それ以外にも国登録有形文化財である旧来住家住宅やコヤノ美術館・西

脇館などの歴史的資源、畑谷川のホタルや都麻乃郷あじさい園、イチゴ観光農園などが集

客力を持つコンテンツとなっている。 

これまでも西脇市は、「北はりま定住自立圏」を形成する多可町と連携し、地域全体に

点在する施設や風景、特産物などを「屋根のない博物館の展示物（サテライト）」として

見立てて活用し、域外からの交流活動を生み出す「北はりま田園空間博物館」構想などの

市民主体の取組を推進してきたが、近年はまちづくり活動の視点だけでなく、交流人口の

増加による地域経済の活性化を重視している。 

具体的な取組としては、人気コンテンツであるご当地食を中心に多様な地域資源に磨

きをかけ、観光資源として活用するため、平成 27年には地域産食材による来訪者の歓待

と地域活性化への決意を示した「日本のへそ西脇地域食材でおもてなし条例」（平成 27年

西脇市条例第 37 号）を制定し、平成 28年には黒田庄和牛を使った新たなご当地食「西脇

ローストビーフ」が市民主体で開発された。この「西脇ローストビーフ」は令和５年現在、

市内 12 の飲食店で料理提供されている。また、令和４年度からは、黒田庄和牛を使った

新たな特産品の開発を目的として、地域の料飲組合によって「黒田庄和牛極ハンバーグ」

が企画・開発され、初年度は約 4,800 個が出荷されるなど、新たな顧客層の開拓が進んで

いる。 

同じく平成 28年には地域経済に貢献する観光交流活動の創出を基本目標とし、観光ま

ちづくりの指針となる「西脇市観光交流推進ビジョン」を初めて策定した。このビジョン

に示した「西脇市ならではの地域資源の観光資源化」や「旅行者に届くセールスプロモー

ションの展開」など６つの戦略に基づき、日本のへそ日時計の丘公園施設のリニューアル

をはじめとした観光資源の整備、旅行会社と連携し、イチゴ狩りや西脇ローストビーフの

食事を体験メニューとした旅行商品の造成などを現在行っており、今後もものづくりの

現場が体感できる工場見学の推進など各種の取組を計画的に展開していくこととしてい

る。 

このように、これまで以上に西脇市が有する地域資源の観光資源化を推進し、これら観

光資源を効果的に活用して交流人口を増加させ、外貨の獲得による市内経済の活性化に

結び付けていくための活動や支援策を通じて、観光・まちづくり関連事業の創出と成長促

進を目指していく。 

⑤西脇市の中国自動車道等の高速道路網にアクセスする交通インフラを活用した物流関
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連産業 

西脇市は、兵庫県のほぼ中央部に位置しており、神戸・東播磨臨海部と北近畿方面を結

ぶ広域幹線道路の国道 175 号が南北の交通連携軸となっており、市境から南へ約 2.5km に

ある中国自動車道の滝野社 IC、北へ約 13km にある北近畿豊岡自動車道の氷上 IC と結節

し、高速道路網等を利用して 60 分から 90 分圏内となる京阪神大都市圏だけでなく、瀬

戸内海沿岸、北近畿・北陸地方など日本海沿岸の多方面への交通アクセスが可能である。

その他、国道 427 号・県道黒田庄多井田線・県道上鴨川西脇線・主要地方道西脇八千代市

川線などが近隣市町と連絡する広域の交通連携軸となっている。 

市内の国道 175 号上戸田南交差点の自動車交通量は、19,029 台/日（令和３年度全国道

路・街路交通情勢調査）と交通容量（14,850 台/日）を大幅に超過しており、朝夕を中心

に激しい交通混雑が発生している。こうした状況を緩和し、円滑な交通を確保するため、

滝野社 ICと氷上 ICの区間では、高規格道路「東播丹波連絡道路」が計画されており、市

域において同道路を形成する国道 175 号西脇北バイパス（5.2km）が早期の供用開始に向

け、整備が進められている。 

多方面につながる高速道路網への交通アクセスの利便性を有し、今後も交通インフラ

の整備が促進され、一層の利便性の向上が期待でき、物流拠点としての優位性が高まるこ

とから、西脇市では平成 27 年に企業進出に伴う優遇措置を定めた「西脇市産業立地促進

措置条例」の改正を行い、対象業種に運輸業を新たに追加するなど物流関連事業者の進出

促進策を講じてきた。こうした施策により、市内最大の事業所であった半導体製造工場跡

地（敷地面積約８ha）に、総合的な物流マネジメントを手掛ける道路貨物運送事業者が進

出し、同社と連携して大手家庭紙メーカーの受注発送業務を担う物流業者も入居するな

ど制度改正の成果が現れてきている。 

物流関連産業は、インターネットによる通信販売の需要拡大に加え、在庫の適正管理な

どサプライチェーンの最適化や流通加工も含めた多機能化のニーズが高まっており、今

後ますます進化を遂げていくことが見込まれていることから、西脇市が有する地理的特

性と支援策を活用し、道路貨物運送業や倉庫業にとどまらない物流関連産業の育成と新

規事業者の誘致を目指していく。 

 

６ 地域経済牽引事業の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開の推進その他の地

域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項 

（１）総論 

西脇市の特性を生かして、地域経済牽引事業を支援していくためには、地域の事業者

のニーズをしっかりと把握し、適切な事業環境の整備を行っていく必要がある。事業者

のニーズを踏まえた各種事業環境整備に当たっては、国の支援策も併せて活用し、積極

的な対応で事業コストの低減や西脇市にしかない強みを創出する。 

（２）制度の整備に関する事項 

 ①固定資産税の減免措置 

活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課した上で、固定資産税の減免措置

に関する条例（西脇市産業立地促進措置条例）を制定している。現在の要件等は地域経
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済牽引事業における活用を視野に入れて制定したものであり、地域経済牽引事業に取り

組む事業者が積極的な投資を図れるよう運用している。 

②産業立地促進に係る補助金 

活発な設備投資が実施されるよう、一定の要件を課した上で、産業立地に関する補助

金の支給制度を整備している。令和５年度から補助制度を改正し、脱炭素化設備設置や

水道料金助成に係る補助金など支援内容を拡充し地域経済牽引事業に取り組む事業者が

積極的な投資が図れるよう運用している。 

③意欲ある事業者を応援する補助金制度の整備 

新製品や新技術の開発、販路開拓・取引拡大など事業者の新たな挑戦と変革を支援す

る「西脇市ものづくりステップアップ支援事業補助金」等を継続実施するとともに、意

欲ある事業者のニーズに応じた補助金制度を整備している。 

④産業振興条例の運用 

西脇市で富を生み出し、地域経済の活性化と豊かな市民生活を実現していくための基

本施策等を示した「西脇市中小企業・小規模企業振興条例」（平成 31 年西脇市条例第４

号）を制定し、活力ある産業を創出する支援策を展開する。 

 ⑤地方創生関係施策 

地方創生推進交付金を活用し、播州織の産業集積を生かしつつ、イノベーションの促

進による高い付加価値を創出する最終製品の製造等を目指す「西脇ファッション都市構

想」の深化に向けた事業に取り組んできた。 

今後も、西脇市の「播州織、播州釣針」等の産業集積を活用した高付加価値なものづく

り分野、西脇市の「山田錦、黒田庄和牛」等の特産物や豊かな水資源を活用した食料品・

飲料製造関連産業、及び西脇市の「日本へそ公園、西脇ローストビーフ」等の観光資源を

活用した観光・まちづくり分野において、設備投資等による事業環境の整備や地域資源

の活用による事業創出を支援していく。 

（３）情報処理の促進のための環境の整備（公共データの民間公開に関する事項等） 

 ○西脇市が保有するデータのオープン化 

市ホームページにおける「西脇市統計書」の公表等により、西脇市が保有する各種デ

ータの公開を行うとともに、事業者が利活用しやすいようデータ項目の追加等の取組を

進める。 

なお、保有データの公開に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律

第 57号）を遵守し、個人情報保護を徹底する。 

（４）事業者からの事業環境整備の提案への対応 

 ○相談体制の整備 

西脇市産業活力再生部商工観光課内に事業者の抱える課題解決のための相談窓口を設

置する。なお、事業環境整備の提案を受けた場合については、市関係課及び関係機関と

協議の上で対応する。 

（５）その他の事業環境整備に関する事項 

①企業誘致活動の推進 
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企業立地を支援する総合窓口として設置されている「ひょうご・神戸投資サポートセ

ンター」と連携し、立地情報の収集と進出を希望する企業への情報提供を行う。 

②兵庫県の優遇措置の活用による産業立地促進 

産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例（平成 14 年兵庫県条例第 20

号）による法人事業税と不動産取得税の減免、設備投資と雇用に係る補助金の支給等の

優遇措置を積極的に周知し、誘致活動を展開する。 

③立地環境の整備 

企業立地を推進するため、企業ニーズに応じた開発支援や事務調整を行うとともに、

西脇市産業立地促進措置条例等に基づき、公共的施設の新設・改良など必要なインフラ

整備を実施する。また、西脇市総合計画において産業誘導ゾーンを位置付け、土地利用

の方向性を検討する。 

④人材の育成・確保の支援 

「西脇ファッション都市構想」に基づく播州織産地における若手を中心とした人材育

成を継続支援するとともに、異業種人材との交流支援、市内にある職業訓練法人北はり

ま職業訓練センターによる実務的な職業能力開発訓練や西脇商工会議所による経営革

新・創業に関する相談・指導などを通じて地域産業を担う人材の育成を行う。また、北播

磨雇用開発協会による市内企業等が参加する就職面接相談会を通じて人材の供給基盤を

確立する。 

⑤関係機関の連携による技術支援 

市内にある兵庫県立工業技術センター繊維工業技術支援センターと公益財団法人北播

磨地場産業開発機構による播州織の新商品開発や高付加価値製品の創出、西脇市と連携

協定を締結している公益財団法人新産業創造研究機構によるものづくりの新技術・新製

品の開発など専門性を有する各関係機関が連携し、事業者の技術支援を行う。 

⑥交通インフラの整備 

産業立地を促進し、円滑な物流輸送等を実現するため、高規格道路「東播丹波連絡道

路」を形成する国道 175 号西脇北バイパスの早期整備と同バイパス以北の整備促進を国

に要望するとともに地域間交通連携軸の整備を推進する。 
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（６）実施スケジュール 
 

取組事項 令和５年度 令和６～９年度 
令和 10 年度 

（最終年度） 

【制度の整備】 

①固定資産税の減免措置 
運用 

運用 

必要に応じた制度改正 

運用 

必要に応じた制度改正 

②産業立地促進に係る補助金 
運用 

運用 

必要に応じた制度改正 

運用 

必要に応じた制度改正 

③意欲ある事業者を応援する 

補助金制度の整備 

継続実施 

助成等の支援メニュー追加 

継続実施 

必要に応じた制度改正 

継続実施 

必要に応じた制度改正 

④産業振興条例の運用 運用 運用 運用 

⑤地方創生関係施策 継続実施 継続実施 継続実施 

【情報処理の促進のための環境整備（公共データの民間公開等）】 

①西脇市が保有するデータのオープン化 
運用 

運用 

必要に応じた項目等の追加 

運用 

必要に応じた項目等の追加 

【事業者からの事業環境整備の提案への対応】 

①相談体制の整備 運用 運用 運用 

【その他】    

①企業誘致活動の推進 継続実施 継続実施 継続実施 

②兵庫県の優遇措置の活用による産業立地促進  継続実施 継続実施 継続実施 

③立地環境の整備 
継続実施 

継続実施 

必要に応じた整備の検討 

継続実施 

必要に応じた整備の検討 

④人材の育成・確保の支援 
継続実施 

継続実施 

必要に応じた制度の創設 

継続実施 

必要に応じた制度の創設 

⑤関係機関の連携による技術支援  
継続実施 

継続実施 

必要に応じた制度の創設 

継続実施 

必要に応じた制度の創設 

⑥交通インフラの整備 整備・要望活動 整備・要望活動 整備・要望活動 

 

７ 地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項 

（１）支援の事業の方向性 

地域一体となった地域経済牽引事業の促進に当たっては、兵庫県が設置している公益

財団法人ひょうご産業活性化センター、兵庫県立工業技術センター、ひょうご・神戸投

資サポートセンター、西脇市と連携協定を締結している公益財団法人新産業創造研究機

構、西脇市等が出資している公益財団法人北播磨地場産業開発機構、西脇商工会議所、

市内金融機関、地域大学等の地域に存在する支援機関がそれぞれの能力を十分に連携し

て支援の効果を最大限発揮する必要がある。このため、西脇市と兵庫県では、地域経済

牽引事業に取り組む事業者の支援に向け、これらの支援機関の理解醸成に努めるととも

に、必要に応じて行政と支援機関、支援機関相互の連絡調整を行う。 

（２）地域経済牽引支援機関が行う支援の事業の内容及び実施方法 
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①公益財団法人ひょうご産業活性化センター 

中小企業支援の総合的プラットフォームとしての役割を果たすため、中小企業の創業・

連携の支援、経営強化の支援、事業推進の支援などを行う。 

創業・連携の支援として、「ひょうご農商工連携ファンド事業」による中小企業者と農

林漁業者との新商品開発支援、助成金による起業家支援に加え、「下請企業の取引振興の

支援」のため受注機会の拡大に資する「取引商談会」の開催、「下請けかけこみ寺」等に

よる苦情紛争処理を行っている。 

経営強化の支援として、中小企業診断士等による「総合窓口相談」等の経営相談や経営

専門家の派遣に加え、「よろず支援拠点」のサテライト相談所機能の拡充により、中小企

業の多様な経営課題の解決を支援する。 

また、新たな受注獲得や技術革新等企業の成長及び経営の安定化に不可欠な中小企業

の設備投資の促進を図るため、「設備貸与事業」を行っている。 

さらに、産業団地、工場適地等の情報提供による立地支援、及び海外販路開拓や生産拠

点設立など中小企業の海外ビジネス展開支援を行っている。 

②兵庫県立工業技術センター 

兵庫県立工業技術センターが保有する研究成果や施設機器等の様々な資源を利活用

し、事業者ニーズに対応した技術相談や製品の開発支援などを行い、ものづくり技術基

盤の強化等による産業競争力の強化やオンリーワン企業の成長を図る。また、センター

の組織で、市内に立地する繊維工業技術支援センターにおいて、技術者養成や事業者と

の新技術の共同開発を行い、産地ブランド化の確立に向けた新商品や高付加価値製品の

創出の支援を行う。 

③ひょうご・神戸投資サポートセンター 

市内の産業用地情報の提供を行い、西脇市と情報を共有し、進出を希望する企業への

情報提供を行う。 

④公益財団法人新産業創造研究機構 

西脇市との連携協定に基づき、事業者に対し、大企業・学術機関が保有する技術・ノウ

ハウ等の移転やビジネスマッチング、ものづくり技術力の指導・研修・相談などを行い、

地域産業の振興と新産業の事業化の支援を行う。 

⑤公益財団法人北播磨地場産業開発機構 

産地組合や関係機関と連携し、地域団体商標によるブランド化を推進するとともに、

新商品の開発に向けた製品試作や新たな需要の創出に向けた販路開拓等の事業を通じて

播州織等の地場産業関連事業者の支援を行う。 

⑥西脇商工会議所 

事業者の経営や創業に関する相談を行うほか、市補助制度等との連携を図り、地域の

総合経済団体として事業者の幅広い支援を行う。また、神戸芸術工科大学などとの産官

学連携事業による播州織の商品開発やブランド力の強化に取り組む。 

⑦市内金融機関（株式会社但馬銀行、兵庫県信用組合） 

経営改善等に向けて事業者への資金供給を行うほか、立地や投資に関する情報交換、
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事業者への支援施策等の情報提供、さらには地域経済の活性化を目的に締結している西

脇市との包括連携協定に基づき、セミナー等の実施を通じて経営基盤の安定強化や新た

な事業創出の支援を行う。 

⑧地域大学等（関西学院大学、国立大学法人兵庫教育大学、兵庫県立大学、東京農業大

学） 

地域活性化を目的に締結している西脇市との包括連携協定に基づき、フィールドワー

クの場の提供などを通じた共同研究を通じて地域の産業振興の支援を行う。 

⑨地域大学等（神戸芸術工科大学） 

地域経済を支える人材の育成・確保を目的に就職支援に特化した連携協定を西脇市と

締結しており、ファッションデザイナーを志望する人材の紹介やインターンシップの実

施、商品開発の支援を行う。 

⑩地域大学等（兵庫県立西脇高等学校） 

播州織を取り入れた学習や作品制作を行う生活情報科において、各地で開催するファ

ッションショーへの参加等を通じてファッションデザイナーを志望する人材を発掘・育

成するとともに、産地からの情報発信を行う。 

 

８ 環境の保全その他地域経済牽引事業の促進に際し配慮すべき事項 

（１）環境の保全 

新規開発を行う場合は周辺土地利用に鑑み、可能な限り自然環境に影響を与えないよ

う配慮し、環境関係法令の遵守や環境保全・環境負荷の低減に向けた十分な配慮を行い、

事業活動においては「西脇市環境基本計画」等を踏まえ、環境保全に配慮し、地域社会と

の調和を図っていくものとする。 

特に大規模な地域経済牽引事業を実施する場合には、事業活動等が地域住民に理解が

得られるよう必要に応じて住民説明会などの取組を行うとともに、西脇市産業立地審議

会において進出企業の環境保全対策や立地適格性の審査を行う。 

さらに、環境保全上重要な地域内での整備の実施に当たっては、多様な野生動植物の

生息・生育に十分配慮することとし、希少な野生動植物種が確認された場合には、自然

環境部局と十分調整を図りつつ、専門家の意見を聴くなどして、生息等への影響がない

よう十分に配慮して行う。 

（２）安全な住民生活の保全 

【安全な市民生活の確保】 

兵庫県では、県民一人ひとりが、自らの安全の確保に対する意識を高めることはもと

より県民、地縁団体等、事業者がともに連携し地域の絆を一層強め、地域ぐるみで犯罪

を防止するための活動その他安全で快適な暮らしを実現するため、平成 18年４月に「地

域安全まちづくり条例（平成 18 年兵庫県条例第３号）」を施行したところである。この

条例の趣旨を踏まえ、企業立地を通じた地域の産業の集積によって、特殊詐欺を始めと

した犯罪及び事故を防止し、又は地域の安全と平穏を維持するため、住民の理解を得な

がら次の取組を推進する。 

①防犯に配慮した環境の整備 

道路、公園等の公共空間における犯罪を防止するため、防犯灯、防犯カメラ、街路灯

等を設置する。また、道路、公園、事業所等における植栽やフェンス等の適切な配置に
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より見通しを確保する。 

②事業所における防犯設備等の整備 

事業所内外に防犯カメラや防犯ベル等の緊急通報装置を設置するほか、防犯マニュア

ルの策定、防犯設備の点検整備を実施する。 

特に、特殊詐欺の被害が多発している情勢に鑑み、金融機関やコンビニエンスストア

のほか、管理施設内に ATM が設置されている事業所及び電子マネーを販売する事業所に

ついては、確実に防犯責任者を設置した上で、当該事業所における ATM 利用者や電子マ

ネー購入者に対する声掛けを促進し、特殊詐欺被害の未然防止を図る。 

③防犯責任者の設置 

事業所ごとに防犯責任者を設置し、防犯マニュアルの整備、定期的な防犯訓練を実施

する等防犯体制を整備する。 

④警察への通報体制の整備 

犯罪や交通事故等が発生した場合の通報体制を整備する。 

⑤地域住民等との連携した防犯ボランティア活動の実施 

青色回転灯等を整装備した自主防犯活動用自動車（いわゆる「青色防犯パトロールカ

ー」）による防犯活動等、地域住民や関係機関と連携した防犯ボランティア活動へ参加・

協力する。 

⑥不法就労等の防止 

事業者が外国人を雇用しようとする際には、旅券等により、当該外国人の就労資格の

有無を確認するなど、事業者や関係自治体において必要な措置をとり、来日外国人が特

殊詐欺等の実行犯のほか、口座売買等により犯罪に加担することがすることがないよう

に、必要な教育を実施する。 

⑦特殊詐欺被害の未然防止 

様々な事業活動を通じて、特殊詐欺の主な被害者層である高齢者やその家族等に対し

て、防犯情報を提供し、地域における被害防止への気運を醸成する。 

また、コンビニエンスストアにおいて電子マネーを購入しようとする高齢者や、携帯

電話で通話しながら ATM を操作している高齢者に対しては、地域ぐるみで声掛けを行う

ことで被害の未然防止がなされるように、特殊詐欺の手口や防犯対策に関する情報につ

いて、地域で共有を図る。 

地域経済牽引事業にかかる施設整備の検討にあたっては、管轄警察署と協議を行い、

街灯の設置などの防犯対策を図るとともに、歩行者の安全な通行のための歩道設置、信

号機設置、駐車禁止対策等の安全対策を図る。 

なお、地域経済牽引事業にかかる施設整備にあたっては、歩行者の安全確保のための

出入り口の制限、路上駐車対策としての敷地内駐車設備の設置等、それらの履行を通じ

て住民生活の安全確保を図る。 

今後とも、上記の事業を実施していくとともに、兵庫県警察本部、管轄警察署等と連携

しながら、安全で安心して暮らすことができる社会の実現を図っていく。 

【地域犯罪抑止力の向上】 

西脇市では、地域における犯罪防止力を高めていくため、子どもの登下校を見守る「子

ども見守り隊」や住民主体の自主防犯活動組織の設立を推進し、これら活動の支援を行

っている。また、活動組織と警察署・学校園など関係機関との連携を深め、効果的に機

能するため、連絡・協議する体制の構築にも取り組んでいる。 

さらに、犯罪の防止と発生時の被害の軽減や早期解決に向けて、広報紙や防災行政無
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線等を活用した広報・啓発活動や自治会単位での住民のつながりを基盤にした防犯活動

を推進するとともに、事業所が主体となった防犯活動の実施や住民主体の防犯活動への

支援を行うよう事業者等にも働きかけ、地域全体で防犯意識を高め、多様な主体による

防犯活動の強化に取り組んでいく。 

（３）その他 

・PDCA 体制の整備等 

  西脇市をはじめ市内の行政・経済関係団体、兵庫県及び多可町の担当者等で構成する

「西脇多可経済雇用対策協議会」を毎年春に開催し、基本計画と承認地域経済牽引事業

計画に関するレビューを実施し、効果の検証と事業の見直しについてホームページ等で

公表する。 

 

９ 地域経済牽引事業の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基

本的な事項 

（１）総論 

   なし 

（２）土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 

   なし 

（３）市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 

     なし 

 

１０ 計画期間 

 本計画の計画期間は、計画同意の日から令和 10年度末日までとする。 

「兵庫県西脇市基本計画」に基づき法第 11 条第３項の規定による同意（法第 12 条第１

項の規定による変更の同意を含む。）を受けた土地利用調整計画に関する変更の同意及び法

第 13条第４項の規定による承認（法第 14条第３項の規定による変更の承認を含む。）を受

けた承認地域経済牽引事業計画に関する変更の承認及び承認の取消しについて、当該同意

基本計画の失効後も、なお従前の例による。 

 


